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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２７年９月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 平成２７年２月１９日 ０９時３２分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市三重式見港中央ふ頭南西部付近 

 三重式見港三重南防波堤西灯台から真方位０５３°７８０ｍ付近 

（概位 北緯３２°４９.０３′ 東経１２９°４５.８２′） 

事故調査の経過  平成２７年２月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第二長運
ちょううん

丸、１１４トン 

 １３５４８８、長運水産株式会社（以下「Ａ社」という。） 

 ３３.６１ｍ×６.８５ｍ×３.０９ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成９年１２月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５７歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５４年１０月１２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２６年６月２３日 

  免状有効期間満了日 平成３１年７月１２日 

機関長 男性 ６３歳 

 五級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 平成１８年８月１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２３年６月２０日 

  免状有効期間満了日 平成２８年７月３１日 

 死傷者等 重傷 １人（機関長） 

 損傷 本船 球状船首に陥没 

岸壁 三重式見港中央ふ頭南西部付近岸壁に破損 

 事故の経過  本船は、船長及び機関長ほか１３人が乗り組み、船長が船橋で操船

に当たり、機関長が機関室で監視を行い、主機を回転数毎分８６０と

し、可変ピッチプロペラ（以下「ＣＰＰ」という。）の翼角を約７°

～８°にして速力約５～６ノットで三重式見港内を出航していた。 

本船は、機関長が、出港後、船内電源をＮｏ.１発電機（ディーゼ

ル発電機）からＮｏ.２発電機（主機駆動発電機）に切り替え、Ｎｏ.

１発電機を停止し、配電盤の前面に防水用ビニールシート（厚さ約１
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mm）をかけたところ、同シート下端が増速機用ＤＣ２４Ｖ電源の配線

用遮断器のつまみを押し下げ、平成２７年２月１９日０９時２８分ご

ろ電源喪失状態となった。（写真１、写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船は、小型船が左舷後方から追い越してきたので、右舷に約２°

～３°転舵したところ、電源喪失状態となり、舵及びＣＰＰ翼角の制

御ができないまま、０９時３２分ごろ‘三重式見港中央ふ頭南西部付

近の岸壁’（以下「本件岸壁」という。）に衝突した。 

機関長は、Ｎｏ.１発電機を始動して電源を復旧しようとし、配電

盤前から船首方に向かったところ、衝突の衝撃で船首方に倒れて左足

を製氷機に打ち付けたが、同発電機原動機を始動して電源を復旧させ

た。 

本船は、衝突の反動で岸壁から離れたが、再び本件岸壁に衝突した

ところ、電源が復旧し、後進をかけて停止した。 

機関長は、その後、病院で左腓
ひ

骨骨折と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

本船は、増速機が、主機の船首側に取り付けられており、Ｎｏ.２

発電機及び２台の油圧ポンプ（甲板油圧機械用）へ動力を伝達する

際、電磁弁から供給される作動油で増速機に内蔵の各クラッチが嵌
かん

脱
だつ

されるようになっていた。 

本船は、Ｎｏ.２発電機用クラッチ嵌脱用にはＤＣ２４Ｖで作動す

る電磁弁が、油圧ポンプ用クラッチ嵌脱用にはＡＣ１００Ｖで作動す

る電磁弁がそれぞれ使用されていた。 

本船は、減速機が、主機の船尾側に取り付けられており、主機の回

転を減速させてＣＰＰに伝達する内蔵のクラッチ嵌脱用にはＤＣ２４

Ｖで作動する電磁弁が、ＣＰＰの翼角制御用にはＡＣ１００Ｖの電磁

弁がそれぞれ使用されていた。 

ＣＰＰの翼角及び操舵装置の舵角は、電源喪失時に、現状を維持す

る構造になっていた。 

本船は、以前、航海中に通風ダクトから海水が吹き込んで配電盤に

写真１ 防水用ビニール 

シート 

写真２ 増速機用ＤＣ２４Ｖ 

    電源の配線用遮断器 

増速機用ＤＣ２４Ｖ 

電源の配線用遮断器 

防水用ビニールシート 

配電盤 
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降り掛かったことがあり、出港後、配電盤前面に防水用ビニールシー

トをかけるようになった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、三重式見港内を出航中、機関長が配電盤に防水用ビニール

シートをかけた際、同シートの下端が増速機用ＤＣ２４Ｖ電源の配線

用遮断器のつまみを押し下げたことから、電源が喪失してＣＰＰの翼

角制御及び舵角制御が不能となったものの、運転を継続していた主機

の出力が減速機を経てＣＰＰに伝達され続け、本件岸壁に衝突したも

のと考えられる。 

機関長は、航海中に通風ダクトから海水が吹き込んで配電盤に降り

掛かったことがあったことから、航海に備えて配電盤前面に防水用ビ

ニールシートをかけたものと考えられる。 

本船は、電源喪失時、減速機の電磁弁がＤＣ２４Ｖバッテリで励磁

され続け、また、プロペラの翼角制御が現状維持されたことから、Ｃ

ＰＰが前進側に回転を続けたものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、三重式見港内を出航中、機関長が配電盤に防水

用ビニールシートをかけた際、同シートの下端が増速機用ＤＣ２４Ｖ

電源の配線用遮断器のつまみを押し下げたため、電源が喪失してＣＰ

Ｐの翼角制御及び舵角制御が不能となったものの、運転を継続してい

た主機の出力が減速機を経てＣＰＰに伝達され続け、本件岸壁に衝突

したことにより発生したものと考えられる。 

参考 Ａ社は、本事故後、再発防止対策として次の措置を講じた。 

増速機用ＤＣ２４Ｖ電源の配線用遮断器を含むＤＣ２４Ｖ系統の電

磁接触器配線用遮断器にアクリルカバーを取り付けた。（写真３参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ アクリルカバーの取付け 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・出港部署等において、電源喪失を引き起こす可能性がある作業は

避けることが望ましい。 

アクリルカバー 

ＤＣ２４Ｖ系統の 

配線用遮断器群 

配電盤 
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・出港部署等において、電源の余裕を確保するため、発電機の並行

運転又は予備発電機原動機の運転を維持することが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

長崎市 三重式見港 

三重式見港三重南防波堤西灯台 

事故発生場所 

（平成２７年２月１９日 

 ０９時３２分ごろ発生） 

中央ふ頭 

平戸島 

五島列島 
長崎県 

佐世保市 

長崎市 


